
 
 

 

一 

 
 

 

低
所
得
で
あ
る
ひ
と
り
親
世
帯
に
対
す
る
緊
急
の
支
援
に
関
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
趣
旨 

 
 

こ
の
法
律
は
、
令
和
二
年
度
ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
が
、
低
所
得
で
あ
る
ひ
と
り
親
世
帯
へ
の
支
援
に
お
い
て

一
定
の
効
果
を
発
揮
し
た
も
の
の
、
な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
に
よ
る

低
所
得
で
あ
る
ひ
と
り
親
世
帯
へ
の
経
済
的
な
影
響
が
続
い
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
低
所
得
で
あ
る
ひ
と
り
親
世
帯
に
対
す

る
更
な
る
支
援
を
緊
急
に
行
う
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
一
条
関
係
） 

第
二 

定
義 

 

一 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
と
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
附
則
第

一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
い
う
こ
と
。 

 
 
 
 
 

（
第
二
条
第
一
項
関
係
） 

 

二 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
令
和
二
年
度
ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
」
と
は
、
令
和
二
年
度
ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特

別
給
付
金
等
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
給
付
金
を
い
う
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
条
第
二
項
関
係
） 

第
三 

給
付
金
の
支
給
の
た
め
の
財
政
上
の
措
置
等 



 

 
 

 

二 

 
 

政
府
は
、
令
和
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
令
和
二
年
度
ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
（
収
入
の
減
少
が
あ
っ
た

こ
と
を
要
件
と
し
て
受
給
者
に
追
加
的
に
支
給
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
同
様
の
給
付
金
の
支
給
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
必

要
な
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
速
や
か
に
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
三
条
関
係
） 

第
四 

譲
渡
等
の
禁
止 

 

一 

第
三
に
よ
り
措
置
さ
れ
た
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
者
の
当
該
支
給
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
り
渡
し
、

担
保
に
供
し
、
又
は
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
四
条
第
一
項
関
係
） 

 

二 

第
三
に
よ
り
措
置
さ
れ
た
給
付
金
と
し
て
支
給
を
受
け
た
金
銭
は
、
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
第
四
条
第
二
項
関
係
） 

第
五 

施
行
期
日
等 

 

一 

施
行
期
日 

 
 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
一
項
関
係
） 

 

二 

ひ
と
り
親
世
帯
以
外
の
低
所
得
者
世
帯
に
対
す
る
給
付
金
の
支
給
に
つ
い
て
の
検
討 

 
 

 

政
府
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
に
よ
る
経
済
的
な
影
響
が
続
い
て
い



 
 

 

三 

る
こ
と
に
鑑
み
、
児
童
扶
養
手
当
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
の
属
す
る
低
所
得
者
世
帯
で
あ
っ
て
第
三
に
よ
り

措
置
さ
れ
た
給
付
金
の
支
給
対
象
と
な
ら
な
い
も
の
に
対
す
る
給
付
金
の
支
給
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基

づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
二
項
関
係
） 


